
様式第 4 号 ( 第 3 条関係 ) 

榊 原 情 思 様 

公文書不開示決定通知書 

1 6> 吉福 第 3 3 6 号 

平成 t 6 年 5 月 t g 日 

吉良町長 山 本 一 

蛸檀捷 記 逗剛 離目 事 

平成 1 6 年 5 月 t 3 日付けで開示請求のあ りました公文書については、 次の 

とおり開示しないこととしましたので、 吉良町情報公開条例 第 1 1 条 第 2 項の 

規定により通知します。 

成年後見制度に 係る町長に ょ 6 審判の請求に 関する 以 

公文書の名称その 他 
下の文書。 ①審判の請求手続等の 詳細 ( 被後見人等対象 

の 開示請求に係る 公 
者の決定基準等を 含む ) を 定めた要綱、 内規等。 ②審判 

若夏 彗薯走 するに 足詫翌馨蓬醤冤韮晶門驚 漢口 毎ニ 鱗毛 ぷ件篆 繋駕 堅 
を 記した文書。 ③平成は年度から 平成 15 年度の各年度 

ごとの審判請求実績 ( 件数及び費用 ) を記した文書。 
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当 課 等 健康福祉部福祉課 電話 0563 円 21111  内線 254 

      

この決定に不服があ る場合には、 この決定があ ったことを知った 日の翌日か 

ら起算して 6 0 日以内に、 吉良町長に対して 異議申立てをすることができます。 

        


